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役場ニュース 御船町役場へのご用件は直通電話が便利です
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町
で
は
、
住
民
主
体
の
ま
ち
づ
く
り
の

指
針
と
な
る
「
自
治
基
本
条
例
」
の
制
定

に
向
け
た
検
討
を
始
め
て
い
ま
す
。

　

自
治
基
本
条
例
と
は
、▽
住
民
参
加
型

の
ま
ち
づ
く
り
▽
住
民
、
議
会
、
行
政
の

役
割―

の
基
本
的
な
考
え
方
と
姿
勢
を
明

ら
か
に
す
る
も
の
で
す
。
町
の
総
合
計
画

や
各
施
策
の
基
本
と
な
り
、「
自
治
体
の

憲
法
」
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
り
ま
す
。

住
民
や
議
会
が
互
い
の
立
場
で
ま
ち
づ
く

り
に
参
加
し
て
、
行
政
と
一
緒
に
地
域
課

題
に
取
り
組
む
も
の
で
す
。

　

自
治
基
本
条
例
は
現
在
、
全
国
で
約
2

3
0
の
市
町
村
が
制
定
し
て
い
ま
す
。
こ

の
背
景
に
は
、
国
が
打
ち
出
し
た
地
方
分

権
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

地
方
分
権
で
は
、
国
の
権
限
と
財
源
を
地

方
へ
と
移
し
て
、
市
町
村
に
自
主
性
と
自

律
性
の
あ
る
運
営
を
求
め
て
い
ま
す
。
そ

の
理
由
に
は
、
住
民
ニ
ー
ズ
や
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
の
多
様
化
と
個
別
化
で
、
こ
れ
ま
で
の

行
政
サ
ー
ビ
ス
だ
け
で
は
、
地
域
課
題
へ
の

基
本
条
例
制
定
準
備
委
員
会
」（
山
本
孝

二
委
員
長
）
を
立
ち
上
げ
、
ま
ち
づ
く
り

の
先
進
事
例
の
学
習
と
、
自
治
基
本
条
例

の
策
定
過
程
を
検
討
中
で
す
。
さ
ら
に
、

条
例
制
定
に
向
け
て
、
町
職
員
と
町
議
会

総
務
常
任
委
員
会
と
の
意
見
交
換
会
を
開

き
、
行
政
や
議
会
と
し
て
何
が
で
き
る
の

か
を
一
緒
に
考
え
ま
し
た
。

　

ま
た
、
町
職
員
や
町
議
会
か
ら
の
意
見

を
参
考
に
、
住
民
意
識
調
査
な
ど
を
行
っ

た
と
こ
ろ
で
す
（
下
図
）。
今
後
、
住
民
で

組
織
す
る
「
策
定
委
員
会
」
を
設
置
し
て
、

条
例
づ
く
り
に
住
民
が
参
加
で
き
る
機
会

を
設
け
な
が
ら
、
平
成
25
年
4
月
の
「
自

治
基
本
条
例
」
ス
タ
ー
ト
と
い
う
目
標
に

向
か
っ
て
進
め
て
い
き
ま
す
。

御
船
町
自
治
基
本
条
例
の
制
定
へ
本
格
始
動

時
代
は
住
民
自
治
の
ま
ち
づ
く
り
へ

自治基本条例制定に向けたシ
ンポジウムを開催。特別ゲスト
は片山健也北海道ニセコ町長。
住民自治の最前線に迫ります。

「情報共有と自治体改革」
～なぜ自治基本条例が必要か～

「マニフェスト型政治の必要性」
～持続可能な地域創造のために～

◉日時　2月26日［日］　
　　　　12時30分開場・13時開演
◉場所　カルチャーセンターホール（492席）
◉内容

❸パネルディスカッション（意見討論）
　「御船町が自立していくために」
　～町の姿とみんなの役割～
【出演者】
▽北川正恭教授▽片山健也ニセコ町長
▽山本孝二町長▽岩田重成議長
▽住民代表　田中惠三さん、髙橋恵子さん

【コーディネーター】
ローカルマニフェスト推進ネットワーク九州・
神吉信之代表

　自治基本条例は、多くの町民の意見
が盛り込まれた条例にならなければい
けないと思います。私も準備委員会の
一人ですが、条例を作ることが目的で
はありません。御船町の課題を認識し
て、あるべき姿に向かって、どのよう
な行動をしていくべきなのかを、みん
なで考えていく過程が大切と思いま
す。2月26日のシンポジウムは、そ
のきっかけと思いますので、多数の参
加をお待ちしています。

◉Profile
きたがわ・まさやす
三重県議会議員、衆議院議
員、三重県知事などを歴任。
現在、早稲田大学大学院教
授、新しい日本をつくる国
民会議代表を務める。67歳

総務課秘書係

高橋　寛敦  主査

早稲田大学大学院

北川　正恭  教授

◉Profile
かたやま・けんや
元ニセコ町役場職員。平成
21年、ニセコ町長に就任。同
町は全国初の自治基本条例
を制定し住民自治の先進地
として知られている。58歳

北海道

片山 健也  ニセコ町長

 

御船町の姿を考えてみませんか

町民500人に聞きました？

自治基本条例アンケート

対
応
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

こ
の
社
会
環
境
の
変
化
に
、
い
ち
早
く
対

応
す
る
た
め
に
は
、
住
民
と
行
政
の
信
頼

関
係
を
築
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。「
自

ら
の
ま
ち
は
自
ら
で
つ
く
る
」
と
い
う
意
識

と
、「
住
民
自
治
の
ま
ち
づ
く
り
」
の
視
点

が
、
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
に
は
必
要
と

い
え
る
か
ら
で
す
。

　

町
で
は
平
成
23
年
7
月
、
町
職
員
で
構

成
す
る
「
御
船
町
み
ん
な
で
つ
く
る
町
の

まちづくりアンケートを無
作為で町民500人に行いま
した。回答した125人の結
果を一部紹介します。

「自治基本条例」とは、
どのようなものか知っ
ていますか？

御船町のまちづくり
で、町民の役割と責
任で特に大切なこと
は何ですか？
（3つまで回答可能）

御船町のまちづくり
で、町長、職員の役
割と責任で特に大切
なことは何ですか？
（3つまで回答可能）

御船町のまちづくり
をさらに進めるうえ
で、特に大切なこと
は何ですか？
（3つまで回答可能）

み
ん
な
で
つ
く
る
町
の

基
本
条
例
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

手
と
手
を
握
っ
て
町
の
未
来
へ

❷事例発表

❶基調講演

◉自治基本条例
地域の基本原則や行政のルールな
どを定めたもの。市町村の憲法とも
称されている。地域の将来像を考え
て地域の個性を生かしたまちづくり
を住民自らで進めることが可能とな
る。平成13年に北海道ニセコ町が初
めて条例を制定している

町は1月20日と21日、地域コミュニティ活動の先進地
である福岡県宗像市を視察。町民と行政のあり方、町民
の自主的なまちづくり制度について意見を交わした

1

2

Questionnaire

町政への関心
を持つ

議会、行政や
ボランティアと
共にまちづくり

町民が主体的な
まちづくり

地域のつながり
を守り育む

自らの発言と
行動に責任

地域の伝統文化
と財産を継承

79.2％

36.8％       

20.0％         

48.8％     

17.6％           

46.4％    

3

町民と一緒に
まちづくりを推進

町民との
信頼づくり

公平・公正に
職務を遂行

町民の
奉仕者として自覚

法律、条例や
規則を守る

効率的な行政運営

将来の世代に
配慮した政策

知識や技能を向上

職務の創意工夫

46.4％

27.2％    

48.0％

31.2％   

25.6％    

10.4％        

46.4％

8.8％          

25.6％    

4

町民（地域）が
まちづくりに参画

町民の権利を
明確化

自分の住む地域
活動を知る機会

町民が
地域活動に参加

町民が町サービス
を等しく受ける

町民が町の現状を
知る機会の充実

町職員が
地域活動への参加

議会活動を
知る機会

町の事業評価

大型事業の
意思決定の方法
町長や議会の
まちづくりの
方向性を知る

（注）アンケートは町民からの回答を2月8日現在で集計した暫定値です。

議会の条例発案

40.0％

14.4％　　

21.6％　

24.8％　

28.8％　

38.4％ 

12.8％　　

18.4％   　

3.2％          

4.0％          

19.2％  　 

40.0％  
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高橋 寛敦 主査

Interview

開催

自治基本条例

知っている
15.3％
知っている
15.3％
知っている
15.3％

聞いたことは
あるが内容は
知らない
40.3％

聞いたことは
あるが内容は
知らない
40.3％

聞いたことは
あるが内容は
知らない
40.3％

知らない
44.1％
知らない
44.1％
知らない
44.1％


